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（目的） 

第１条 この条例は、白岡市自治基本条例（平成２３年白岡町条例第６号）

第１５条第５項の規定に基づき、市民参画の推進に関し必要な事項を定

めることにより、市民の参画機会の拡大及び市民の意見の市政への反映

を図り、もって白岡市自治基本条例の理念を実現することを目的とする。 

 

【説明】  

１  ここでは、本条例を制定する趣旨を規定しています。  

 ２  本条例は、自治基本条例第１５条第５項の規定に基づいて制定したもので、

「市民の参画に関し必要な事項」等が定められています。  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《参考》自治基本条例（抜粋）  

（参画及び協働）  

第１５条 市民、議会及び行政は、協働によるまちづくりを推進するものとする。  

２ 行政は、まちづくりに関する市民の提案等の把握に努めるとともに、市民から提案

等があったときは、当該提案等を尊重するものとする。  

３ 行政は、まちづくりの重要な計画等の策定又は改廃に当たり、市民の意見を聴くと

ともに、意見が提出されたときは、考え方を公表するものとする。  

４ 行政は、市民の意見を市政に反映させるため、幅広い市民の参画に努めるものとす

る。  

５ 前項に規定する市民の参画に関し必要な事項は、別に条例で定める。  
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（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

⑴ 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者及び市内で事業を営

むもの又は活動するものをいう。 

⑵ 行政 市長その他の執行機関をいう。 

⑶ 審議会等 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４

第３項の規定により設置する附属機関その他市民からの意見を市政に

反映することを目的に設置する会議をいう。 

⑷ まちづくり 市民、議会及び行政が行う、より暮らしやすい地域社

会を築くためのすべての公共的な活動をいう。  

 

【説明】  

１  ここでは、本条例中で用いられている用語の定義を規定しています。  

 ２  もっぱら執行機関の事務を行うため、職員のみで構成されるものは、執行

機関の内部組織に属するので、附属機関等には該当しません。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《参考》地方自治法（抜粋）  

第百三十八条の四  

③ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関と

して自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査

のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この

限りでない。  
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（市民参画のための手続の対象事項） 

第３条 行政は、次に掲げる事項を実施しようとするときは、施策等の内

容や市民生活への影響を考慮して、適切な時期に、次条各号に掲げる市

民参画のための手続（以下「市民参画手続」という。）のうち、１以上

の手続を実施しなければならない。  

⑴ 市の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又

は変更 

⑵ 市政に関する基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若

しくは権利を制限する条例の制定又は改廃  

⑶ 広く市民に利用される大規模な市の施設の設置に係る計画の策定、

変更又は廃止 

⑷ 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃  

２ 行政は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると

認めるときは、市民参画手続を行わないことができる。  

 ⑴ 軽易なもの 

 ⑵ 緊急に実施しなければならないもの  

 ⑶ 行政に裁量の余地がないもの 

 ⑷ 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づい

て実施するもの 

 ⑸ 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの  

 ⑹ 白岡市住民投票条例（平成２５年白岡市条例第２３号）に基づき住

民投票が実施されたもの又は住民投票の実施が請求されたもの  

３ 行政は、前項の規定により市民参画手続を行わないこととしたときは、 

速やかにその理由を公表しなければならない。  

 

【説明】  

１  ここでは、市政運営や市民に与える影響が大きい事項について、原則として、

市長等が１以上の市民参画手続を行わなければならないことを定めています。 

２  第２項では、対象事項について、市民参画手続を実施しないことができる場

合を定めています。  
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（市民参画手続） 

第４条 本条例における市民参画手続は、次に掲げるとおりとする。  

 ⑴ パブリックコメント 行政が、施策等の趣旨、内容等を公表したう

えで市民に意見又は提案を求め、それに対して市民が意見等を提出す

る手続をいう。 

 ⑵ 審議会等 審議会等の委員に選任された市民が、行政からの諮問等

に対して意見を述べる手続をいう。 

 ⑶ 市民説明会 行政が、施策等の策定過程において、その内容・状況

等を説明するために開催する説明会に市民が参加し、行政と市民が意

見交換を行う手続をいう。 

 ⑷ 市民アンケート 行政が、市民の意識や考えを把握・分析するため

に質問項目、期間等を設定して調査を実施し、それに対して市民が回

答する手続をいう。 

 ⑸ ワークショップ 行政が、施策等の案を作成するため、市民と行政

又は市民同士がグループによる共同作業を行い、参加者の合意形成を

図りながら案を作り上げていく手続をいう。  

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、行政が適当と認める手続  

 

【説明】  

１  ここでは、現在一般的に行われている代表的な市民参画の手法を列挙し、そ

れ以外にも事案に応じて実施することを定めています。  

 

 

（参画と協働のまちづくり市民提案制度） 

第５条 年齢満１６年以上の市民は、その市民の５人以上の連署をもって、

その代表者から市長に対し、参画と協働のまちづくりを推進するための

具体的な施策等を提案できるものとする。  

２ 前項の規定により施策等の提案をしようとする代表者は、その内容、

現状の課題、予想される効果等を記載した「参画と協働のまちづくり市

民提案書」を提出しなければならない。 
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３ 市長は、前２項の規定により提案された施策等の検討結果及びその理

由を当該提案に係る代表者に通知するとともに、公表しなければならな

い。 

 

【説明】  

１  ここでは、市民が自発的に政策等を提案し、市長がその案を検討し、その結

果を提案代表者に通知するとともに公表する市民提案制度を定めています。  

２  市民提案制度は、単なる意見や要望ではなく、公共の福祉の増進の観点から、

市全体の公益を考慮した上で提案されることを意図していますので、提案でき

る場合を限定しています。 

 

 

 （市民参画計画の作成） 

第６条 市長は、毎年度、その年度の市民参画手続の実施の予定をとりま

とめて市民参画計画を作成し、これを公表するものとする。  

２ 市長は、前年度における市民参画計画の実施結果を取りまとめ、これ

を公表するものとする。 

 

【説明】  

１  ここでは、市民の参画機会を担保・増進するため、市民参画計画を作成する

とともに、結果を取りまとめて公表することを定めています。  

 

 

 （審議会等の委員の公募） 

第７条 行政は、審議会等の委員の選任に当たっては、法令の規定により

委員の構成が定められている場合を除き、原則として、公募により選考

される市民を含めるものとする。 

２ 行政は、公募による委員の選考に当たっては、男女比、年齢構成、委

員の在任期間及び他の審議会等の委員との兼職状況を考慮し、幅広い市

民が市政に参画できるよう努めるものとする。  
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３ 行政は、第１項の規定にかかわらず、審議会等の委員に公募による市

民を含めないこととしたときは、速やかにその理由を公表するものとす

る。 

 

【説明】  

１  ここでは、行政が設置する附属機関等の委員について、透明性及び公平性を

確保するとともに市民の意見を市政に反映させるため、公募による委員を含め

なければならないことを定めています。  

２  公募による委員を含めないときは、速やかに理由を公表することとしていま

す。 

 

 

 （市民登録制度） 

第８条 市長は、参画と協働によるまちづくりを推進するための市民を公

募し、これに応じた者を登録するものとする。  

２ 行政は、前項の規定に基づいて登録された者に対し、必要に応じて市

政に対する意見を求めるとともに、審議会等の委員の公募その他市民参

画に関する情報を提供するものとする。 

 

【説明】  

１  ここでは、市民自らの申し込みにより登録を行い、登録した市民に市から市

政情報や市民活動等に関する情報を発信する市民登録制度を定めています。  

２  登録した市民には、市からの情報提供に基づく、市政やまちづくりへの積極

的な参加と他の市民への市民参画の働き掛けが期待されます。 

 

 

 （市民参画の推進） 

第９条 行政は、市民のまちづくりへの参画を推進するため、市政及び市

民活動に関する情報を積極的に提供するとともに、市民参画に関する施

策等の展開を図るものとする。 
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【説明】  

１  ここでは、市民の参画を推進するため、市が市民活動等に関する情報を提供

するとともに施策を展開していくことを定めています。  

 

 

 （市民参画を推進するための環境整備等） 

第１０条 行政は、市民の参画と協働によるまちづくりを推進するため、

市民相互の交流及び市民活動に関する情報の収集・発信に関する環境整

備並びに体制づくりに努めるものとする。 

 

【説明】  

１  ここでは、市が、市民自らの意思により積極的に参画できるよう、市民相互

の交流や市民活動に関する情報交換できる場の整備や組織づくりに努めるこ

とを定めています。  

 

 

（委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

【説明】  

１  ここでは、この条例を施行する際に必要な事項は、市長が別に定めることを

規定しています。  
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   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年７月１日から施行する。 

（市民参画手続に関する経過措置） 

２ この条例の施行の際現に策定に着手している対象事項であって、時間

的な制約その他正当な理由により第４条に規定する市民参画手続を実施

することが困難であると認められるときは、第３条第１項の規定は、適

用しない。 

（審議会等の委員の公募に関する経過措置） 

３ 第７条第１項の規定は、この条例の施行の日以後、新たに委員を選任

する審議会等について適用し、同日前に委員を選任する審議会等につい

ては、なお従前の例による。 

～以下略～ 

 

【説明】  

１  ここでは、この条例の施行期日を定めています。  

２  この条例施行時に既に策定に着手している事項について、時間的な制約等の

正当な理由がある場合には、市民参画手続をしないことができることとしてい

ます。  

３  また、この条例施行の際に、委員の残任期間がある審議会等について、新た

な公募委員を追加することは、円滑な会議運営の支障となるおそれがあること

から、第７条第１項の規定は、施行日以後に選任を行う場合に適用することと

しています。 


